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データネットホスティング�

サービス契約約款�
�

�
第 1 条. 総則�
�
1－1. 準則�
有限会社データネット/ホスティングサービス（以
下「当社」という）は本約款によってホスティングサー
ビスを提供します。�
�
1－2. ホスティングサービスの種類�
ホスティングサービスは、基本サービスとオプショ
ンサービスの組み合わせ、もしくは基本サービス
のみで提供されます。�
�
1－3. 基本サービス�
（1）当社は基本サービスに定めるサービス内容に
従い、次の各号に掲げるサービスの全部、又は一
部を基本サービスとして契約者に提供します。�
○1 電子メールサービス�
○2 Web（World Wide Web）サービス�
（2）前項○1 のサービスは電子メールの送受信を行
うために、メールサーバを基本サービスに決めら
れた内容に従って契約者に提供するサービスです。�
（3）前項○2 のサービスはホームページを公開する
ためにWebサーバの領域を基本サービスに決めら
れた内容に従って契約者に提供するサービスです。�
�
1－4. オプションサービス�
契約者の申込により、当社で定める有料及び無料
のオプションサービスを基本サービスに付加して
契約者に提供します。�
�
1－5. サービス内容の変更�
当社は本条に定める基本サービス及びオプションサー
ビスの内容を予告なく変更する場合があります。
変更により契約者が受ける損害について、当社は
一切責任を負いません。�
�
1－6. サービス提供区域�
ホスティングサービスの提供区域は、ホスティン
グサービスの利用が可能な日本国内のみとします。�
�
1－7. ディスク容量�
当社はデータの保管容量と転送容量に制限値を設
けます。契約者はこの制限を超えてホスティングサー
ビスを利用することはできません。制限値を超え
て利用できなくなった場合、当社は何の保証も行
わずその責任は負わないものとします。また、当
社は契約者の利用容量が超過していることを通知
する義務を負いません。�
�
1－8. サーバの補修サポート�
契約者が原因で提供したサーバ領域内で、次に掲
げるいずれかの不具合が発生した時は、契約者の
責任で当社にて補修を行うものとします。当社の
行う補修内容につきましては異議の申し立てはで
きないものとします。�
（1）機器が故障したとき�
（2）第三者によって不正にアクセスされ、基本ソ
フト、又はその他の機能が不正に変更されたとき�
（3）コンピュータウイルスに感染したとき�
但し、サーバの不具合により契約者に生じたいか
なる損害も当社は一切責任を負いません。�
�
1－9. 禁止事項�
以下の事項を禁止します。�
（1）サーバに過剰負担をかけるプログラムの利用�
（2）ハッキング・クラッキングプログラム・及び
違法なプログラムの利用�
（3）スパムメール、及び不特定多数に迷惑をかけ
る恐れのあるプログラムの使用�
�
第 2 条. 利用契約�
�
2－1. 契約の最低利用期間�

当社は、本契約の最低利用期間を1年間とし、本契
約満了の2ヶ月前にいずれか一方の当事者から相手
方に 4－3 で定める方法にて解約の通知がない限
り同一条件で更新され、更に1年間継続するものと
します。更新後の有効期間についても同様とします。
但し、更新後の有効期間については当社が必要と
認めた場合はこの限りではありません。�
�
2－2. 契約者による第三者に対するサービスの提供�
契約者がホスティングサービスを用いて、第三者
に独自のサービスを行う場合は、予め書面にて当
社の承諾を得るものとします。この場合、契約者
は当該第三者に本約款を遵守させるものとします。�
�
2－3. 権利譲渡の禁止�
契約者は、ホスティングサービスの提供を受ける
権利等契約上の権利を当社に届出ることなく第三
者に譲渡することはできません。�
�
第 3 条. 利用申込�
�
3－1. 利用申込と契約の成立�
当社は契約申込者が署名・捺印した利用申込書の
提出をもって利用申込を受け付け、必要な審査・
手続等を経た後に当該利用申込を承諾し、これをもっ
て契約の成立とします。�
�
3－2. 利用申込書の提出�
利用申込書の提出にあたっては、当社が書面をもっ
て指定した第三者による取次を認めます。�
�
3－3. 申込みの受付けとサービスの開始�
当社が利用申込を承認した場合、利用者に対してサー
ビス開始日・申込内容を明記したサービス開始を
書面にて通知します。利用者はサービス開始日以降、
実際のサービス利用の有無に関わらず、当社の定
める方法により利用料金を支払うこととします。�
�
3－4. 申込の拒絶�
当社は、次の各号に該当する場合には、ホスティ
ングサービスの利用の申込を拒絶することができ
ます。�
（1）ホスティングサービスの提供に係る装置の保
守が技術上著しく困難な場合�
（2）ホスティングサービスの利用申込時に虚偽の
事実を記入した場合�
（3）その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約
締結を適当でないと判断した場合�
�
3－4－2. 前項の規定により、当社がホスティング
サービスの利用申込を拒絶する場合は、当社は申
込者に対し書面によりその旨を通知します。契約
者はこれに対して異義を申し出ることはできません。�
�
第 4 条. 提供の停止、契約の解除等�
�
4－1. 提供の停止�
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する
場合、期間を定めてホスティングサービスの提供
を停止することが出来ます。�
（1）ホスティングサービス利用料金等を支払期日
を経過しても支払わないとき�
（2）申込に当たって虚偽の事項を記載したことが
判明したとき�
（3）前各号に掲げる事項のほか、本約款に違反す
る行為で、当社の業務遂行または当社の電気通信
設備に支障を及ぼすか、及ぼすおそれのある行為
をしたとき�
（4）6－1－3（情報管理）の規定に違反すると当社が
判断したとき�
（5）契約者が支払を停止したとき�
（6）契約者が、仮差押、差押、和議、破産、会社
更正等の申し立てをし、またはこれを受けたとき�
�
4－2. 当社が行う利用契約の解除�
当社は、4－1（提供の停止）のいずれかに該当する
場合、契約者に通知することなく、直ちに利用契
約を解除することができます。�
�
4－3. 契約者が行う利用契約の解除�
（1）契約者は、ホスティングサービス契約を解除

するとき（4－3－2、4－3－3 の場合は除く）は、2
－1の規定に従い、当社に対し、解除を希望する日
（月の末日に限る）の2ヶ月前にその旨を通知し、
通知の翌日20日までに所定の書面にて届け出るも
のとします。�
（2）契約者は、解約の発効日までに発生した料金
を当社が指定する期日までに当社の指定する方法
により支払うものとします。なお、既に支払われ
た料金等の払い戻しは、一切行わないものとします。�
�
4－3－2. 契約者は、4－4（提供の中止）または 4－5
（通信利用の制限）に定めた事由が生じたことにより、
ホスティングサービスを利用することができなくなっ
た場合において、契約者が当該サービスに係る契
約の目的を達することができないと当社が認める
ときは、当該契約を解除することができます。こ
の場合、解除はその解除の通知が当社に到着した
日に効力が生じたものとします。�
�
4－3－3. 4－6（サービスの中止又は廃止）の規定に
より特定の種別のサービスが中止又は廃止された
とき（4－6－2 の規定により、サービス種別または
品目に変更があった場合を除く）は、当該日に当
該種別に係るホスティングサービス契約が解除さ
れたものとします。�
�
4－4. 提供の中止�
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ホ
スティングサービスの提供を中止することがあり
ます。�
（1）当社の電気通信設備の保守上または工事上や
むを得ないとき�
（2）当社の電気通信設備にやむをえない障害が発
生したとき�
（3）第1種電気通信業者または当社指定管理会社が
電気通信サービスの提供を中止することによりホ
スティングサービスの提供を行うことが困難になっ
たとき�
（4）その他当社がやむをえないものと認めたとき�
�
4－4－2. 当社は、4－4（1）の規定によりホスティ
ングサービスの提供を中止しようとするときは、
その2週間前までにその旨を契約者に、当社の定め
る方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない
場合は、この限りではありません。�
�
4－4－3. ホスティングサービスの提供を中止する
ときは、あらかじめ、その理由、実施期日および
実施期間を契約者に当社の定める方法で通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでは
ありません。�
�
4－5. 通信利用の制限または中止�
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、
通信需要が著しく増大し、通信の一部または全部
を接続することができなくなった場合には、公共
の利益のために緊急を要する事項を優先的に取り
扱うため、ホスティングサービスの提供を制限、
または中止する処置を取ることがあります。�
�
4－5－2. ホスティングサービスをご利用の契約者
は、当社あるいは当社が指定した業者の電気通信
設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならない
ものとします。このような行為があったときには、
当社は、契約者の利用をを制限したり、更に契約
者に対し損害賠償請求をすることがあります。�
�
4－6. サービスの中止あるいは廃止�
当社は都合により、ホスティングサービスの特定
のサービス品目を中止又は廃止することがあります。
この場合は、当社は契約者に対し、中止あるいは
廃止の1ヶ月前までに書面にてその旨を通知します。�
�
4－6－2. 契約者は、4－6 のサービスの中止あるい
は廃止があったときは、当社に請求することにより、
当該廃止に係るサービスに代えて他の種別及び品
目のサービスを受けることができます。�
�
4－7. 免責�
契約者は 4－4～4－6 の中止に伴う損害の賠償を
当社に請求できません。�



第 5 条. 料金及び課金開始日等�
�
5－1. 料金�
ホスティングサービスの料金および関連費用（以
下「料金等」といいます）は以下の項目からなります。�
（1）初期費用�
契約者が、サービスを受けるに当たって支払うド
メイン取得料及び初期設定費用からなります。�
（2）サービスの利用料金�
契約者が、ホスティングサービスの対価として支
払う費用で、各サービス種別で定める細目からな
ります。�
（3）ドメイン維持管理費�
ドメイン維持管理費は利用料金に含まれず毎年別
途発生します。�
�
5－2. 課金開始日�
ホスティングサービスの課金開始日は、3－1（契
約の成立）および 3－3 （利用申込の受付とサービ
ス開始）の規定により契約が成立し、当社が発送
するサービス開始通知に記載された開通月の翌月1
日とします。�
�
5－3. 割増金�
ホスティングサービスの料金等を不法に免れた契
約者は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍
に相当する額を割増金として支払うものとします。�
�
5－4. 遅延損害金�
契約者は、ホスティングサービスの料金等または
割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につ
き未払額に対する年率10%の割合による遅延損害
金を当社に支払うものとします。�
�
5－5. 消費税�
本契約に基づく取引に課せられる消費税は契約者
の負担とします。�
�
5－6. 契約解除に伴う料金等の精算方法�
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場
合（4－3－2、4－3－3 の規定により解除された場
合を除く）におけるホスティングサービスのサー
ビス費用の額は、課金開始日から当該最低利用期
間の末日までの期間の額とします。契約者はこの
額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。�
�
5－7. 利用料金の改定�
当社は契約者にたいして1ヶ月前の予告で利用料金
を変更することができるものとします。�
�
第 6 条. 情報管理�
�
6－1. 情報管理�
契約者は自己のデータ保管空間内でなされた一切
の結果について、当該行為を自己がなしたか否か
問わず、一切の責任を負うものとします。�
�
6－1－2. 当社は契約者が登録したデータについて、
何らの保証も行わず、その責任を負わないものと
します。�
�
6－1－3. 契約者はホスティングサービスの利用に
あたって以下の行為をしないものとします。�
（1）わいせつ（いわゆるアダルトもの）、賭博、暴力、
残虐などの情報を発信、送信の仲介、受信するな
どの公序良俗に反する行為�
（2）犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為�
（3）他人の著作権、商標権その他の権利を損害す
る行為�
（4）他人の財産、プライバシー等を侵害する行為�
（5）他人の名誉、信用を毀損しあるいは誹謗中傷
する行為�
（6）有害プログラムを含んだ情報、虚構、虚偽ま
たは詐欺的情報、公職選挙法に違反する情報を発信、
送信、仲介、受信する行為�
（7）その他、法令に違反する行為�
（8）ホスティングサービスの運営を妨げ、当社の
信頼を損なう行為�
�
�
�

6－1－4. 契約者が 6－1－3 記載の行為をしたもの
と当社が判断したときは、当社は、契約者の承諾
なく当社サーバ内の該当するデータを削除できる
ものとします。この場合契約者は損害賠償請求で
きません。�
�
6－2. データの保管管理�
当社は契約者の登録したデータの複写を、サーバ
の故障・停止などに備えて保管することがあります。�
�
6－2－2. 契約者が登録したデータが紛失するなど
して、契約者が不利益を被った場合でも、当社は
何ら責任を負わないものとします。�
�
第 7 条. 損害賠償�
�
7－1. 当社のサーバ利用不能による返金�
当社は、ホスティングサービスを提供すべき場合
において、当社の責に帰すべき理由により、その
利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを
当社が知った時刻から起算して、連続して24時間
以上ホスティングサービスが利用できなかったと
きは、契約者の請求に基づき、その利用が全くで
きない状態を当社が知った時刻からサービスの利
用が再び可能になったことを当社が確認した時刻
までの時間数を月間可能合計使用時間で除した数
を一ヶ月あたりの基本利用料金に乗じて得た額を
返金するものとします。�
�
7－1－2. 前項における返金は、当社のサーバが利
用不能の事実を当社にご通知頂いた契約者を対象
とします。�
�
7－1－3. 利用者は、当社及び当社全取締役、全社
員、全従業員、及び、当サービスに関わる全関係者、
及び、上位レジストラに対し、当サービス、また、
当サービスの利用により影響があった第三者、ま
たは、第三者による請求、訴訟、その他発生する
損失、損害あるいは弁護士手数料等を含む費用の
責任を免除することを同意するものとします。�
�
7－1－4. 当社が事前に公示する当社サーバの保守
等のためご利用頂けなかった場合は本条で定める
返金は行いません。�
�
7－2. 当社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべ
き理由によりホスティングサービスの提供ができ
なかった場合、当社がその第一種電気通信事業者
から受領する損害賠償額をホスティングサービス
が利用できなかった契約者全員に対する損害賠償
の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した通
常損害に限り賠償請求に応じます。�
�
7－2－2. 当社は 7－1 及び 7－2 による損害賠償額
を相当額のサービスの提供またはサービス提供期
間の延長をもって代えることができるものとします。�
�
第 8 条. 雑則�
�
8－1. 機密保持�
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の
業務上の機密（通信の機密を含む）を、法令に基づ
く場合を除き、第三者に漏らしません。�
�
8－2. 著作権�
別段の定めのない限り、当社の提供するサービス
に関する各コンテンツに関する著作権その他知的
財産権は当社あるいは当社および各コンテンツの
主催者に帰属するものとし、また、各コンテンツ
の集合体としてのホスティングサービスの著作権
その他知的財産権は当社に帰属するものとします。�
�
8－3. 契約者の義務�
契約者は、当社から発行されたログイン名および
パスワード管理の責任を負います。ログイン名お
よびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、
速やかに当社に届け出るものとします。第三者が
ログイン名およびパスワードを利用することによ
る損害は契約者の負担とし、当社は責任を負いま
せん。�
�

8－3－2. 契約者が他のネットワーク（国内外）を経
由して通信を行う場合、経由する全てのネットワー
ク規制およびそれらの国の法令に従わなければな
りません。�
�
8－4. 通信設備等�
契約者は、自己の費用と責任において、ホスティ
ングサービスを利用するために必要な通信機器、
ソフトウェア、インターネット接続業者との契約
その他これらに付随して必要となるすべての機器
およびサービスを準備し、かつ任意のインターネッ
ト接続サービスを経由してホスティングサービス
を利用するものとします。�
�
8－5. 接続業者�
契約者がホスティングサービスを利用するために
当社の指定外接続業者のサービスを利用した場合に、
指定プロバイダとの差異により起因するインターネッ
ト接続環境に係る諸問題に関し、当社は何ら責任
を負わないものとします。�
�
8－6. 指定ソフトウェア�
当社は、ホスティングサービスの利用のために必
要または適したソフトウェアを指定することがあ
ります。この場合、契約者が他のソフトウェアを
用いたときは、当社が提供するサービスを受けら
れないことがありますが、当社は何ら責任を負わ
ないものとします。�
�
8－7. 免責�
当社が契約者に対して負う責任は 7－1 および 7－
2 に規定するものが全てであり、これを越えてい
かなる責任も負わないものとします。�
�
8－8. 契約者責任�
契約者が本約款に違反して当社に損害を与えた場合、
当社は当該契約者に対して、当社が被った損害の
賠償を請求できるものとします。�
�
8－9. 当社の権利の譲渡等�
当社は契約者の承諾を得ないで金融機関、その他
の第三者に対してこの契約に基づく権利の全部、
又は一部を譲渡し、又はこの物件に対して担保権
を設定することが出来ます。�
�
8－10. 約款の変更�
当社は本約款を契約者の承諾なく変更することが
出来ます。この場合契約者には以降変更後の約款
が適用されます。�
�
8－11. 通知の効力�
当社から契約者に対する通知等が契約者が届け出
た住所・FAX番号・連絡用メールアドレス等の連
絡先あてに発せられれば、これが延着、又は到着
しなかった場合でも通常到着すべき時に到着した
ものとみなします。�
�
8－12. 合意管轄裁判所�
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、岐
阜地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とします。�
�
附則�
本約款は平成 19 年 7 月 1 日から実施します。�
�
�


